
 

 

 

 （一社）北海道商工会議所連合会 
 

 道商連は、来るべき『超高齢化社会』が深刻な人手不足などの様々な問題を引き起こすことを踏まえ、『健康経営』のメリットを会員企業に浸透させることで、従業員ならびに企業の活力向上をサポートするとともに、健康食品やサプリメントなどの健康サービス関連産業創出を促進することを行っております。 
 今回は、経済産業省が実施する「平成 28 年度 IoT 推進のための新産業モデル創出基盤整備事業に係る中小企業等における健康情報の管理等に必要な調査」の一環として『ヘルシー・アップ・プログラム※』と題し、IoT を使って健康に関するデータを効果的に収集・活用することで、健康食品やサプリメントなどの健康サービス関連産業創出を促進してゆきたいと考えております。 
 その他、道商連・札幌商工会議所が実施する「ウォーキング競争（仮称）」や協会けんぽ北海道支部が実施している「健康事業所宣言」との連携、「健康経営アドバイザー」（主催：東京商工会議所）の養成講座開催や派遣、経済産業省と連携した健康経営優良認定制度の登録促進等に取り組んで参ります。つきましては、是非とも『健康経営』の取り組みを一緒にスタートして頂きますようお願い申し上げます。  
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   『ヘルシー・アップ・プログラム』実行委員会 ◯ コールセンターサポート 凸版印刷株式会社北海道事業部 ◯ 医療サポート 医療法人 北武会 株式会社 クリニカル・サポート・コーポレーション ◯ IoTサポート 東日本電信電話株式会社    エヌ・ティ・ティアイティ株式会社 ◯ 実行委員会事務局 （一社）北海道商工会議所連合会・道内商工会議所 ◯ 協力 斗南病院 医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院 
 

 『ヘルシー・アップ・プログラム』参画団体・企業 （一社）北海道建設業協会・（一社）札幌建設業協会 伊藤組土建株式会社・岩田地崎建設株式会社・勇建設株式会社 （一社）北海道ハイヤー協会 （一社）北海道警備業協会    北幹警備保障株式会社 社会福祉法人 秀寿会 

『ヘルシー・アップ・プログラム』事業の主な参加団体・企業 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業の主な参加団体・企業 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業の主な参加団体・企業 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業の主な参加団体・企業 



      １． 参加条件（①～⑤全てに「同意」が必要です） ①  無償にて貸与する腕時計型のウェアラブル端末（EPSON PS-500B）を常時装着し、それによる計測データを道商連に転送することに同意頂ける方。 ②  過去に取得された、企業による健康診査あるいは特定健康診査等の医療健診データ（※）を、道商連に提供することに同意頂ける方。 ③  上記①および②のデータを、道商連にて匿名化・ＤＢ化して保管し、『ヘルシー・アップ・プログラム』にて利用することに同意頂ける方。 ④  道商連にて匿名化したデータを、経済産業省や株式会社日本総合研究所（事業受託者）に提出することに同意頂ける方。  ⑤  医師などによる保健指導、ヘルシー弁当の紹介やスポーツジムへの参加など、道商連から発信する健康サービス情報を受信することに同意頂ける方。 ※ご提供頂く検診データは、血圧値とコレステロール値は必須ですが、その他のデータは任意とします。 ２．ウェラブル端末による計測期間（予定） 平成２９年１月１０日（火）～２月１０日（金） ３．申し込み方法 裏面の「個人情報」ならびに「参加条件」を記入の上、平成２９年１月５日（木）までに道商連へＦＡＸでお申し込み願います。同一企業に複数の参加者がある場合には、用紙をコピーしてそれぞれお申し込み下さい。参加定員は50名程度とし、定員に達した場合には選考とさせていただきます。  
＜『＜『＜『＜『ヘルシー・アップ・プログラムヘルシー・アップ・プログラムヘルシー・アップ・プログラムヘルシー・アップ・プログラム』』』』事務局事務局事務局事務局＞ ＞ ＞ ＞ 

（一社）北海道商工会議所連合会 業務推進部 富永・吉川 
ＴＥＬ：011-241-6308  ＦＡＸ：011-231-0726 

（一社）北海道商工会議所連合会 これからの企業経営においては、社員が健康で働くことで魅力ある職場を作ってゆく『健康経営』が、生産性の向上や企業イメージの向上のために必須となります。そこで（一社）北海道商工会議所連合会［道商連］では、会員企業における『健康経営』の推進に取り組むこととしました。 今回は、経済産業省が実施する「平成28年度IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業に係る中小企業等における健康情報の管理等に必要な調査」の一環として『ヘルシー・アップ・プログラム※』と題し、腕時計型のウェアラブル端末を装着して活動量や脈拍などの健康情報を蓄積することで、業界別傾向の分析や未病化のために必要な対策等の検証を行うこととなりました。 つきましては、下記「参加条件」にて協力者を募集しますので、裏面に必要事項を記入の上、道商連までＦＡＸでお申し込み願います。 ※『ヘルシー・アップ・プログラム』とは 健康に関するさまざまなデータを「IoT」を使って効果的に収集・活用することで、企業に「健康経営」のメリットを浸透し、業務効率化や労働生産性の向上を図るとともに、健康食品など健康サービス関連産業の創出を促進する事業です。当事業は道商連が中心となって、医療機関やデータ管理システム会社、健康サービス企業などがコンソーシアムを形成しております。 

 

EPSON PS-500B 



    
個人情報 

ふりがな  性別 生年月日（和暦） お名前  男 女 年   月   日（   歳） 会社名  部署 役職  自宅住所 〒  TEL  端末送付先に    会社住所 〒  TEL  ※端末機器設定のサポートを受けられる方で、その際に端末機器の受け取りを希望される 方はこちらにチェック願います。（設定サポートの日時は次頁を参照願います） 登録した メールアドレス  
参加条件 (注) 

①  無償にて貸与する腕時計型のウェアラブル端末（EPSON PS-500B）を常時装着し、それによる計測データを道商連に転送する。 ②  過去に取得された、企業による健康診査あるいは特定健康診査等の医療健診データを、道商連に提供する。 ③  上記①および②のデータを、道商連にて匿名化・ＤＢ化して保管し、『ヘルシー・アップ・プログラム』にて利用する。 ④  道商連にて匿名化したデータを、経済産業省や株式会社日本総合研究所に提出する。  ⑤  医師などによる保健指導、ヘルシー弁当の紹介やスポーツジムへの参加など、道商連から発信する健康サービス情報を受信する。     

ＦＡＸ：０１１－２３１－０７２６ 

＜宛先＞北海道商工会議所連合会 業務推進部 

注）参加条件に「同意」する場合、   内に「   」を記入願います。 
同意する 

同意する 

同意する 

同意する 同意する 



  
◯ 事業内容 

（１）過去の健診データの提供 

企業による健康診査あるいは特定健康診査等により過去に取得された、医療健

診データを紙（コピー可）にてご提供願います。ご提供頂くデータは、血圧値と

コレステロール値は必須ですが、その他のデータは任意となります。 

（２）アンケートへの回答 

同封しましたアンケートにお答え頂き、道商連に送付願います。なお、アンケ

ートは事業開始時と事業終了時の２回実施願います。 

（３）ウェアラブル端末の設定およびデータの転送 

『ヘルシー・アップ・プログラム』実行委員会より

無償にて貸与します、腕時計型のウェアラブル端末 

（EPSON PS-500B）の設定を行います。ご登録頂きまし

たメールアドレスを設定し、下記のいずれかのインタ

ーネット接続環境にて「EPSON PULSENSE View」をイン

ストールします。 

○ PCの場合   ：WindowsXP以上（MacOSは不可） 

○ Androidの場合：Android 4.4以上 

○ iOSの場合  ：iOS 8以上 

設定終了後、常時装着することで、「歩数」「心拍数」「睡眠状態」が自動

的に『ヘルシー・アップ・プログラム』のシステムに転送されます。なお、端

末機器の充電時間は約3.5時間、動作時間は約36時間です。 

 

 

【端末機器設定のサポートについて】 

 下記時間帯で端末機器設定のサポートを実施いたします。お時間の許

される方は是非ご参加ください。 

日 時：① 平成２９年１月６日（金）１１時３０分～１３時３０分 

② 平成２９年１月１０日（火）８時３０分～１０時 

③ 平成２９年１月１０日（火）１７時～１９時 

場 所：道商連７階会議室（南東方向カド） 

その他：希望者は申し込みが必要です。申し込みは道商連まで。 

       （TEL011-241-6308） 

     

EPSON PS-500B 

『ヘルシー・アップ・プログラム』事業について 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業について 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業について 『ヘルシー・アップ・プログラム』事業について 



（４）データ欠損やデータ値異常等の対応 

ウェアラブル端末から自動転送されるデータの欠損、あるいはデータ値が異常

（道商連にて閾値を設定）となった場合には、『ヘルシー・アップ・プログラ

ム』実行委員会より、登録頂きましたメールアドレス、あるいは電話にてご連絡

致します。 

（５）健康関連情報の受信および取り組み 

各参加者より頂きました健康データをもとに、医療に関する情報だけでな

く、健康食品やサプリメントの斡旋、スポーツクラブ参加への勧誘など、健康

に関する商品・サービス情報等が『ヘルシー・アップ・プログラム』事務局よ

り送られてきます。それらを受信し、取り組むことで、各人の健康増進にお役

立てください。 

 

 

◯ お問い合わせ先 

～ 機器の設定について ～ 

EPSONインフォメーションセンター     ０５０－３１５５－８２８０ 

    

～ システム全体について ～ 

東日本電信電話株式会社 木村      ０１１－２４２－６７２１ 

 

～ 事業全体について ～ 

北海道商工会議所連合会 富永・吉川   ０１１－２４１－６３０８

  



＜特記事項＞ 

 ・ 当事業に参加されても、次の場合は参加を中止いたします。その際、中止理由を速やかにお伝え致します。ただし、事業期間終了までの間（平成 2９年３月末終了予定）は一度蓄積したデータの廃棄希望に応じることは出来ませんので、ご了承願います。なお、もし参加を断ったとしても、あなたに不利益になるようなことは一切ありません。 ①  有害事象等が発現し、担当医師等が事業の中止が必要と判断した場合 ②  参加に同意いただいた後に、参加の条件に該当しない、あるいは参加できない事項が判明した場合 ③  スケジュールの都合や偶発的事故など、事業と直接関係ない理由により継続が不可能であることが判明した場合 ④  その他の理由により、実施することが不可能となった場合 ⑤  その他、あなたが参加の中止を希望した場合 ・ 事業実施中に、あなたの健康や事業への参加の意思に影響を与えるような新たな情報が得られた場合には、すみやかにお伝えします。 ・ 事業実施中には、健診データ・計測データの提供だけでなく、別途アンケートへの回答も依頼します。 ・ 健診やウェアラブル端末などにより蓄積したデータおよび個人情報は、道商連にて PC または紙で適正に保管します。また、『ヘルシー・アップ・プログラム』に参加する医師等で構成する検討委員会で観察・判定・分析を行い、効果的な保健指導やアドバイス等の検討に活用します。事業終了後も匿名化するなどにより、個人情報を適正に管理しながら蓄積を継続します。なお、利用者からのデータ開示が要求された場合には、その利用者個人のデータのみ開示します。 ・ 事業終了後も健康に関する商品・サービス情報等を道商連から通知する等により活用する場合があります。その際、健康関連企業等から個人に直接通知することは無く、道商連からの通知連絡になります。 ・ 本調査研究事業は経済産業省の委託事業であるため、経済産業省及び株式会社日本総合研究所に対し、個人名等を開示しない形での集計・分析結果等を提供することとなります。 ・ ウェラブル端末（EPSON PS-500B）からデータを転送するため、下記のいずれかのインターネット接続環境にて「EPSON PULSENSE View」のインストールが必要です。また、メールアドレスをご用意頂く必要があります。 ○ PC の場合：WindowsXP 以上（MacOS は不可） ○ Android の場合：Android 4.4 以上 ○ iOS の場合：iOS 8 以上 ・ 同意を得た目的以外でデータを利用する場合には、改めて同意を得ることとします。 ・ 当事業に参加することによる参加費等は発生しませんが、アプリケーションのインストールや計測データ転送等に必要な通信料は参加者のご負担となります。 ・ 当事業の参加に関し、参加者または第三者にトラブルや損害が発生した場合等においても、道商連は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。  


